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１【提出理由】

当社は、2025年12月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年12月23日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

　　　　　　資本金及び資本準備金の額の減少の内容

　　　　　　　１．減少する資本金の額

　　　　　　　　　1,936,101,074円

　　　　　　　２．減少する資本準備金の額

　　　　　　　　　548,766,770円

　　　　　　　３．資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日

　　　　　　　　　2026年２月１日（予定）

 

　　　　　　剰余金の処分の内容

　　　　　　　上記の資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に

　　　　　　振り替えます。これにより、振替後の繰越利益剰余金の欠損額は1,395,759,345円となります。

　　　　　　　１．減少する剰余金の項目及びその額

　　　　　　　　　その他資本剰余金2,484,867,844円

　　　　　　　２．増加する剰余金の項目及びその額

　　　　　　　　　繰越利益剰余金2,484,867,844円

　　　　　　　３．剰余金の処分がその効力を生ずる日

　　　　　　　　　2026年２月１日（予定）

 
第２号議案　定款の一部変更の件

　　　　　　当社は「ヘルスケアソリューション事業」及び「地球環境ソリューション事業」における新たな

　　　　　　取組み及び拡充を柔軟かつ機動的に行えるように備えるため、現行の定款における第２条（目

　　　　　　的）について一部追加、変更を行うものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件

　　　　　　　　　当社は、取締役に対し、持続的成長と更なる利益追求による企業価値向上のため、取締役のより

　　　　　　　　　一層の意欲的な活動を企図し、金銭報酬の総額を年額120百万円（うち社外取締役分20百万円以

　　　　　　　　　内。）以内に改定するものであります。

 
第４号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

　　　　　　　   川倉歩氏、横山惠一氏、津田由行氏、鈴木政司氏、宮﨑和彦氏、保津章一氏を選任するものであり

                 ます。

 
第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　　　　　 大谷龍生氏、佐々木健郎氏、田中紀行氏を選任するものであります。

 
第６号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件

                 取締役に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様と

　　　　　　　　　の一層の価値共有を進めることを目的として、上記の当社の取締役の報酬額とは別枠にて、対象

　　　　　　　　　取締役に対し、事後交付型業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット、以下「本制

EDINET提出書類

株式会社イメージワン(E02922)

臨時報告書

2/3



　　　　　　　　　度」といいます。）の付与のための報酬の限度額を新たに設定するものであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
資本金及び資本準備
金の額の減少並びに
剰余金の処分の件

49,418 902 0 (注)１ 可決 83.70

第２号議案
定款の一部変更の件

49,591 729 0 (注)１ 可決 84.00

第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）の報酬限度額
改定の件

48,418 1,902 0
 

(注)２
 
可決

82.01

第４号議案
取締役６名選任の件

   

(注)３

  

川倉　歩 48,995 1,325 0 可決 82.99

横山　惠一 49,043 1,277 0 可決 83.07

津田　由行 49,059 1,261 0 可決 83.10

鈴木　政司 49,064 1,256 0 可決 83.10

宮﨑　和彦 49,060 1,260 0 可決 83.10

保津　章一 49,038 1,282 0 可決 83.06

第５号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件

  0

(注)３

  

大谷　龍生 49,193 1,127 0 可決 83.32

佐々木　健郎 49,192 1,128 0 可決 83.32

田中　紀行 49,140 1,180 0 可決 83.23

第６号議案
取締役（社外取締役
を除く。）に対する
事後交付型業績連動
型株式報酬制
度導入の件

48,618 1,702 0
 

(注)３
可決 82.35

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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